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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

1 25 28

～

30 

 

 

 

 

（中略) 

第 15 条の 2                    第 25 項    第 64 条 

 

2 46 15 

 

 

 

 

14  

3 83 側注

2 

 

 

 

p.197 

 

4 87 図 2 

 

別添 1参照 

 

 

 

別添 1参照 

 

 

5 91 6                   

 

 

5項）  

6 91 8

～

9 

 

 

 

 

火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙またはガスの降下

が生じない 

 

7 93 14

～

16 

 

 

側注 
 

(14行目の側注欄に追加) 

 

 

耐火建築物等➋ 

 

 

 

 

❷ p.95表 7参照。 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

8 95 表 5 別添 2参照 

 

 

 

 

 

別添 2参照 

 

 

9 95 表 7 別添 3参照 

 

 

 

 

 

別添 3参照 

 

 

10 96 

 

2  

 

 

 

 

 

 

寄宿舎の用途（防火地域以外の区域） 

 

11 96 5  

                     

 

 

 

 

 

 

避難時倒壊防止建築物 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

12 97 2 

～

15 

 

 
 

 

の主要構造部（床，屋根および階段を除く）に木材，プラスチック

その他の可燃材料を用いたものは，主要構造部を通常火災終了時間❶

が経過するまで火熱に耐える構造として，耐火構造または火災時倒壊

防止構造としなければならない 

 

の周囲に 

木造の建築物であっても建築することができる 

 

大規模建築物については， 

主要構造部を耐火構造とするか，あるいは 

 

 

 

 

13 97 16  

 

 

 

防火壁等  

14 98 10

～

11 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難安全検証法（区画・階・全館避難

安全検証法）によって避難安全性能が確認された建築物 

 

 

 

（令 128条の 6，129条，129条の 2） 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

15 106 6  

 

 

 

28～29条の 3）。  

16 106 30

～

31 

 

 

部分や建築物の外壁面と隣地境界線とのなす角度に応じて

周囲に発生する通常の火災により燃焼するおそれのない部分 

 

17 122 

 

27  バス停上家 

 

 

18 130 側注

5 

  

共同住宅等 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

側注 

 

 

5 

 

6 

 

16 

 

側注

1～3 

 

 

 

 

 

(3行目の側注欄に追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市町村➊ 

 

 

 

➊ 東京都の特別区を含む。 

 

勧告➋ 

 

制限➌ 

 

区域➍ 

 

 

➋ 

➌ 

➍ 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

20 153 側注

3  

 

法 68条の 9 2項 

 

 

 

21 166 図

1 

 

  

22 166 図

1 

（番号 21で修正） （番号 21で修正）  

削除 (削除) 

箇所番号 22 

による修正 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

23 185 表 4 別添 4 

 

別添 4  

24 188 13

～

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として専任の者 

 

 

25 188 14 （番号 24で修正） （番号 24で修正）  

26 190 表

1 

別添 5参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添５参照 

 

 

 191 5  

 

 

 

 

（工場 

 

箇所番号 25 

による修正 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

27 

 

193 

 

側注

3 

  

300 

 

 

  側注

8 

  

 

         特定建築物以外の建築物。 

 

  11   

特定建築物➌ 

  表 4  

別添 6参照 

 

 

別添 6参照 

 194 3  

 

 

300m2 未満の建築物については，建築士は，新築等に係る設計を行うさ

い，省エネ基準への適合性について評価を行うとともに，建築主に対し，そ

の評価の結果について説明をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

16 

 

側注 

6 

 

側注 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 

 
➋ 

 

➊ 

 

 

➋ 

 

 

 

 

（挿入） 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

27 

(続き) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

15 

 

17～ 

18 

 

20 

 

21 

 

側注 

1～ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌ 

 

➍ 

 

 

➊ 

 

➋ 

 

➌ 

 

➌ 

➍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 

 

 

➋ 

 

 

➌ 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

27 

(続き) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

8 

 

9 

 

11 

 

１２ 

 

側注 

1～ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➍ 

 

➎ 

 

➏ 

 

➐ 

 

➑ 

 

➍ 

 

➎ 

 

 

 

 

➏ 

 

 

➐ 

 

 

➑ 
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 図書の記号・番号 工業 377 

番

号 

訂正箇所 
原   文 訂 正 文  

頁 行 

27 

(続き) 

3 

 

 

 

206 

左段 

42 

 

 

4 段 

19～ 

21 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 

 

196 

 

195 

28 113 図 1    

 



 

1 

 

訂正申請別添用紙   図書の記号・番号 工業 377 

別添 

No. 
原文 訂正文 

1   

 

66 

 

 

 

 

2   

避難時倒壊防止建築物，耐火建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 法 27 条 1 項において規定された建築物のうち耐火建築物以外のもの。 

 

 

※2 

避難時倒壊防止建築物※１または 

耐火建築物としなければならない場合※2 

避難時倒壊防止建築物※１ 

 

(挿入) 



 

2 

 

訂正申請別添用紙   図書の記号・番号 工業 377 

別添

No. 
原文 訂正文 

3   

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 条の 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 条の 2 

耐火建築物 

避難時倒壊防止建築物 

屋内外への遮炎性能  

(法 2 条九号の二，九号の三，法 27 条) (挿入) 



 

3 

 

 

訂正申請別添用紙 図書の記号・番号 工業 377 

別添

No. 
原文 訂正文 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校，公立小中学校等 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

制度 

（非住宅の増改築部分が 300 ㎡以上) 

 

（適合義務対象を除く） 

 

認定表示 

 

性能向上計画認定 

 

住宅トップラン 

ナー制度           供給する             住宅を供給する 

                                    事業者※ 

 

 

 

 

※ 年間で，建売戸建住宅 150 戸以上，注文戸建住宅 300 戸以上，または賃貸アパート 1000 戸以上を供給する事業者。 

事務所／共同住宅，寄宿舎，下宿

／ 

(挿入) 

(削除) 
(削除) 

(挿入) 

(挿入) 


